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岐南町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令和８年４月１日 

 

岐南町長 

岐南町議会議長 

岐南町選挙管理委員会 

岐南町代表監査委員 

岐南町固定資産評価審査委員会 

 

 

１．目的 

岐南町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）に基づき、

岐南町長、岐南町議会議長、岐南町選挙管理委員会、岐南町代表監査委員、岐南町農業委員会、岐南

町固定資産評価審査委員会が平成２８年度に策定し、取組を進めてきました。 

本計画の計画期間が令和８年３月３１日をもって終了するにあたり、女性の活躍を推進していく上で

は、性別に関わりない職務の機会付与と適切な評価に基づく登用のほか、長時間労働の是正などワー

ク・ライフ・バランスの推進や男性の家庭生活への積極的な関与等が必要な要素であることを踏まえ、

その実現のために必要な改訂を行い策定しました。 

 

２．計画期間 

本計画の期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。（この法は令和８年度

から令和１８年度までの時限立法（１０年間）です。） 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

本計画の推進にあたっては、町幹部会において年度ごとに本計画の取組の現状数値目標の把握、検

証を行い、必要に応じて職員から意見聴取を実施し、その結果を今後の対策に反映させるとともに、必

要に応じて計画を見直します。 
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４．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標と目標を達成するための具体的な

取組 

前回の策定時には、法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府令」という。）

第２条に基づき、町長部局、町議会事務局、町選挙管理委員会、町代表監査委員、町固定資産評価審査

委員会（以下「町長部局等」という。）において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する

状況を把握し、改善すべき事情については分析して目標を設定し、取り組んできました。そして今回、そ

の状況や実績等をもとに、数値目標とその目標達成に向けた具体的な取組の内容を定めました。 

 

●職業生活に関する機会の提供 

 

 

 

  ＜具体的な取組＞ 

① 女性職員の管理職登用を進めるために、初期キャリアにおいてやりがいある職務経験を積ませ、

女性自身の意識改革や企画・管理能力等を高める研修の受講を推奨する。 

② 女性職員の管理職登用について、積極的に推進し、行政施策における女性の参画の拡大に努め

る。 

 

 

●職業生活と家庭生活の両立に資する勤務環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 ＜具体的な取組＞ 

① 男性職員の育児参加と育児休業等の制度の利用を促すため、男性職員に向けて制度や手続き

の情報提供を行う。 

② 男性職員の育児休暇等について、取得しやすい職場環境の整備を図るため、管理職員を対象に

した意識改革や職場マネジメントに関する研修を実施する。 

③ 取得した職員が円滑な職場復帰ができるように、休暇中・復帰前に相談支援を行う。 

 

目標１ ： 管理職（主幹以上職員）の女性の割合を２５％以上にする。 

目標２ ： 男性職員の育児休業取得率を８５％以上にする。 

目標３ ： 制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の合計取得日

数を５日以上にする。 



4 

 

 

 

 

 

 ＜具体的な取組＞ 

① 年次有給休暇への意識改革を行い、計画的な取得を促進させるため、各職員に対し勧奨し、取

得していない者には指導する。 

② 年次有給休暇が５日取得できない職員及びその上司には、ヒアリングを行い注意喚起する。 

 

 

 

 

 

    ＜具体的な取組＞ 

① 各所属長は、職員の業務分担の見直しを定期的に行い、業務の効率化と改善に努め、時間外勤

務の縮減を図る。 

② 月４５時間を超えて時間外勤務をした職員の業務内容と今後の対応等についての報告（毎月）

を、所属長に義務付ける。 

目標４ ： 職員の年次有給休暇の平均取得日数を、年間１０日以上にする。 

目標５ : 時間外勤務の１人あたり月平均時間数を１０時間以下に縮減し、 かつ、月４５時間以内、

年間３６０時間以内にする。 


